
◆開催日時 ◆講師

８月３０日（木）１３：３０～１６：３０ 弁理士 西尾　務

◆受講料 ◆会場のご案内

無　料
参加者には、産業財産権標準

テキスト(総合編)を差し上げます

じゅうろくプラザ
岐阜市橋本町1丁目10番地11

■JR 岐阜駅隣接 徒歩約2分

■名鉄岐阜駅より 徒歩約7分

特許業務法人　広江アソシエイツ特許事務所 TEL(058)276-2122 FAXかメールにてセミナー事務局宛にご送信ください。

セミナー事務局：早川 hayakawa@hiroe.co.jp 定員になり次第、申し込みを締め切らせていただきます。

広江アソシエイツ特許事務所　セミナー事務局：早川　宛

HIROE AND ASSOCIATES  知財セミナーのご案内

商品開発(改良品･オリジナル)　新規事業　独自技術　海外取引　ネーミング

トラブルを未然に防ぐ知財の基礎知識

受講者名 所属・役職 受講者名 所属・役職

〒

電話番号 FAX番号

～特許・実用新案・意匠・商標・著作権・権利侵害～　早わかり講座

◆お申込・お問い合わせ先

会社名

住所

FAX (058) 276-7011
受講申込書 知的財産権 早わかり講座 2012

派遣責任者名（連絡先）

皆さんは日常業務の中で、知的財産を意識していらっしゃいますか？ 

知らず知らずのうちに知的財産を侵害している事があるかもしれませんし、また知的財産を生み出し

ている事に気がつかない場合もあるでしょう。 

知的財産を有効に活用するためには、どのような事を意識して企業活動を行えば良いのでしょうか？

商品の企画開発や新規事業を始める時に必要な最低限の知識とは？ 

本セミナーでは、前半でおおまかな知財の基礎知識を、後半では実際に企業が直面した事例を Q＆A

形式で解説をさせていただきます。もちろん、日頃お持ちの疑問点なども受け付けます。 

中小企業経営者、個人事業者の方はもちろん、幹部社員、総務・営業担当者、プランナー・デザイナー

など企画担当者など、職種・役職を問わずお気軽にご参加下さい。 


